
  いじめ・暴力の情報 

発生・発見 

◎いじめ・暴力対策組織図 

 

 

    

      

 

 

                             

  

 

 

 

 

 

   平成 29年 6月 19日作成 

いじめ・暴力防止対策委員会 

＜構成委員＞ 

    ・校長 ・教頭 ・該当担任 ・生徒指導課 ・関係職員 

                   ※必要に応じ養護教諭 

「いじめ・暴力対策委員会」 

①情報収集 

②いじめかどうかの判断 

③調査、対応体制を組む 

「問題の解消」 

・再発防止の活動 

・その後の経過の見守り指導 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

調
査
・
対
応 

・被害生徒へのケアや支援 

・被害生徒の保護者との連携 

・加害生徒の保護者との連携 

・他の生徒やクラス、学年、各教科

等へのケアや支援、指導 

・専門家や外部関係機関との連携 


